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「簡易利用許諾申請」 

簡易利用許諾申請が可能な対象者は、くまモンの出動依頼をされた方で、出動に関する告知

や記録としてのくまモンのイラスト利用する場合および熊本県の所属が利用する場合のみです。 

※PR事業者登録は不要です。 

※イラスト・写真の利用にあたってのルールについても利用の手引きにてご確認ください。 

（別記様式第 9 号）熊本県キャラクターく

まモン・くまもとサプライズロゴ利用許諾申請

書（熊本県ＰＲ事業者登録不要分)をダ

ウンロードし提出してください。 

 

許諾後、くまモン利用許諾事務局等から連絡があります。その後、ご利用ください。 

〈郵送・持参・メールにて申請〉 〈WEB にて電子申請〉 

ＷＥＢでの電子申請は、くまモンの出動エリ

アが熊本県内及び福岡県を除く九州各県、

高知県、愛媛県のみ可能です。 

他のエリアでの出動の場合は、郵送・持参・メ

ールでのみの申請（各エリアごとの申請先へ

の提出）となります。（次ページ参照） 

申請書類提出先 

※出動エリアにより異なります。 

次ページ をご参照ください。 下記よりご申請ください 

オフィシャルＨＰ→イラスト利用 

→「出動の告知／記録での利用申請」 



 

 


